
－当医院からのご案内－ 

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨の届出を行っています。 

 

 

◼ 医療情報取得加算 

当医院では、マイナンバーカードによるオンライン資格確認システムを導入していま

す。このシステムにより、患者様の医療情報（受診歴、服薬情報、特定健診情報そ

の他必要な診療情報）を取得し、より安全で適切な診療を提供できる体制を整えて

います。マイナンバーカードをお持ちの患者様は、受付時にご提示いただくことでス

ムーズな確認が可能になります。 

 

◼ 医療ＤＸ推進のための体制整備 

当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者様に質の高い医療を提供する

ための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。 

 

◼ 歯科初診料の注１に規定する基準 

当医院では、歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分

な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフが在籍しています。 

 

◼ 明細書発行体制加算 

当医院では、診療の透明性を高めるため、すべての患者様に診療報酬の算定項目

が記載された明細書を無料で発行しています。なお、必要のない場合はお申し出く

ださい。 

 

◼ 口腔管理体制強化加算 

当医院では、「口腔機能体制強化加算」の施設基準を満たしており、以下の取り組

みを行っています。 

 ・虫歯や歯周病予防のための PMTC（専門的な歯のクリーニング）やフッ素塗布を 

保険適用で提供 

 ・訪問診療による口腔ケアやリハビリを保険適用で提供 

 ・歯科疾患の重症化予防や高齢者対応に関する研修を受けた歯科医師が在籍 

 

◼ 歯科外来診療感染対策加算１ 

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な

体制を整備しています。 



 

◼ 歯科外来診療医療安全対策加算１ 

当医院では、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者

を配置し、以下の通り取り組んでおります。 

 ・医療安全対策に関わる研修の受講並びに従業員への研修の実施 

 ・安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具などの配置 

  ※AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置 

 ・緊急時に対応できるよう、他医院との連携 

    病院名 市立東大阪医療センター 

          東大阪市西岩田 3-4-5 

          06-6781-5101（電話にて連携） 

 

◼ 有床義歯咀嚼機能検査/咀嚼能力検査 

義歯（入れ歯）装着時の咀嚼能力を測定するために、咀嚼能率測定用のグルコー

ス分析装置を備えています。 

 

◼ クラウン・ブリッジ維持管理料 

 装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、２年間の維持管理を行っています。 

 

◼ CAD/CAM 冠及び CAD/CAM インレー 

CAD/CAM と呼ばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて作製され

る冠やインレー（かぶせ物・詰め物）を用いて治療を行っています。 

 

◼ 歯科技工士連携加算１・２ 

歯科技工士と対面もしくは情報機器を用いて連携し、より良い技工物の作製に努

めています。 

 

◼ 歯科治療時医療管理 

対象疾患にかかる患者様の歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モ

ニタリング等全身的な医療管理を行います。 

 

◼ 在宅患者歯科治療時医療管理 

治療前、治療中及び治療後における患者様の全身状態を管理できる体制を整備し

ており、病院と連携し、緊急時の対応を確保しています。 

 

 



 

◼ 地域医療連携体制加算 

歯科訪問診療に際し、地域医療連携体制の円滑な運営を図るべく、病院や医院と

連携し、緊急時の対応を確保しています。 

 

◼ 歯科訪問診療料の注１５に規定する基準 

 在宅で療養している患者様への訪問診療を行っています。 

 

◼ 歯科矯正診断料 

厚生労働大臣が定める疾患が原因の咬合異常等条件を満たした場合に保険内で

矯正治療を行うことができます。 

 

◼ 歯科口腔リハビリテーション料２ 

自院もしくは他院で作製された口腔内装置の顎関節治療用装置を装着している患

者様に指導や訓練を行います。 

 

◼ 長期収載品について 

令和 6 年１０月より、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品（ジェネ

リック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金

をお支払いいただくことになります。（差額の１／４が自己負担額） 

尚、歯科医師の判断により先発医薬品を処方する場合、自己負担金は発生しませ

ん。 

 

◼ ベースアップ評価料 

当医院では、令和７年１０月より「ベースアップ評価料」の算定を開始しました。 

この評価料は、令和６年６月の診療報酬改定により新たに設けられたもので、医療

現場で働くスタッフの処遇を改善することを目的としています。これにより、質の高

い医療サービスを安定的に提供し、皆様に安心して受診していただける環境作り

を目指しております。算定に伴い、患者様の窓口負担が１回あたり１０～２０円程増

加する場合がございますが、その上乗せ分は全ての医療スタッフの賃上げに充て

られます。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

医療法人 優樹馨会 らぶ歯科医院 

理事長 服部 由馨 

 


